
第２５号議案 

 

   東京都台東区印鑑条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

  平成３０年２月９日 

 

      提出者 東京都台東区長  服  部  征  夫 

 

（提案理由） 

 この案は、専用端末機の廃止に伴い、印鑑登録証明の申請等に

関し規定の整備を図る等のため提出します。  

 



   東京都台東区印鑑条例の一部を改正する条例 

 

東京都台東区印鑑条例（昭和５０年４月台東区条例第３４号）

の一部を次のように改正する。 

 目次中「第１７条―第２０条」を「第１７条―第１９条」に、

「第２１条―第２３条」を「第２０条―第２２条」に改める。 

 第１０条の次に次の１条を加える。 

（多目的利用廃止に伴う印鑑登録証の交付） 

第１０条の２ 住基カード兼印鑑登録証の交付を受けている者は 

、東京都台東区住民基本台帳カード利用条例（平成１５年６月

台東区条例第２６号）第２条第２号に規定する多目的利用を廃

止しようとするときは、区長に申請しなければならない。 

２ 区長は、前項の規定による申請があつたときは、住基カード

兼印鑑登録証に、印鑑登録証の廃止を記載した上で返付し、第

９条第１項に規定する印鑑登録証を交付するものとする。 

 第１３条を次のように改める。 

第１３条 削除 

第１９条を削る。 

第１９条の２中「前２条」を「前条」に改め、同条を第１９条

とする。 

第２０条を削り、第４章中第２１条を第２０条とし、第２２条

を第２１条とし、第２３条を第２２条とする。 

   付 則 

 この条例は、平成３０年６月１日から施行する。 


